
地方分権改革に関する提案募集への対応について 

平成 28 年 7 月 21 日 

本 部 事 務 局 

国の地方分権改革推進本部が実施する｢地方分権改革に関する提案募集｣に対して、

関西広域連合から 19 項目の提案を行うとともに、構成団体提案のうち 29 項目の共同

提案を行いました。 

また、7 月 5 日開催の｢地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議｣

において、地方からの提案と検討区分別が次のとおり整理されました。 

１ 平成 28 年度提案の区分別状況 （詳細は別紙１ 別紙２参照） 

区   分 
項目数 

全 国 広域連合 共同提案 

①内閣府と関係府省との間で調整を行う提案 209  7 13 

うち重点事項（※1）  ( 50 )  ( 0 )  ( 5 ) 

②関係府省における予算編成過程での検討を

求める提案 
 33  1  7 

③提案団体から改めて支障事例等が具体的に

示された場合等に調整の対象とする提案 
 45 10  6 

④提案募集の対象外である提案（※2）  16  1  3 

提案総数 303 19 29 

＜参考＞昨年度提案 334 25 37 

※１ 地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会で調査・審議を行う案件 

※２ 広域連合が｢企業版ふるさと納税｣の活用を可能とする制度改正については、税制改正 

に該当するため、提案募集の対象外に整理 

２ 今後のスケジュール 

   7 月上旬～下旬     関係府省への検討要請 

    8 月上旬～中旬    所管府省からの第１次回答、提案団体への意見照会 

    9 月上旬～中旬    関係府省への再検討要請 

10 月上旬～11 月中旬  内閣府と関係府省との最終調整 

12 月中下旬        地方分権改革推進本部決定、閣議決定 
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関西広域連合からの提案（１９項目）の整理区分 

区 分 提案項目 

内閣府と関係府省

との間で調整を行

う提案【７項目】

 ①広域連合が地方創生推進交付金を申請した場合の取扱いの見直し 

 ③広域連合の規約変更における大臣許可手続きの撤廃 

 ④国に移譲を要請できる事務の範囲の拡大 

 ⑫広域連合への災害救助法の特別基準決定権限の付与 

⑬地域主体の復興を実現する制度的枠組みの創設 

⑭関西広域連合への復興方針策定権限の付与 

⑱動物取扱責任者研修の見直し(研修回数等の義務付けの廃止等） 

関係府省における

予算編成過程での

検討を求める提案

【１項目】

⑰新規就農者の拡大支援（青年就農給付金の要件緩和） 

提案団体から改め

て支障事例等が具

体的に示された場

合等に調整の対象 

とする提案 

  【１０項目】

⑤国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画の策定権限の移譲 

⑥近畿圏整備法に基づく整備計画の決定権限・各区域の指定権限の

移譲、近郊整備区域建設計画等の作成に係る国同意の廃止 

⑦複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限の移譲 

⑧複数府県に跨がる重要流域内民有林の保安林の指定・解除権限の

移譲 

⑨国立公園の管理に係る地方環境事務所長権限の移譲 

⑩国定公園に関する公園計画の決定等権限の移譲 

⑪災害救助法の特別基準の設定に係る内閣総理大臣への協議・同意

の廃止 

⑮観光圏整備実施計画の認定に係る事務・権限の移譲 

⑯一般乗合旅客自動車運送事業の許認可等権限の移譲 

⑲地域医療の推進（国等が保有する医療関連データの利用） 

提案募集の対象外 

である提案 

【1項目】 

②広域連合が「企業版ふるさと納税」の活用を可能とする制度改正 

別紙１ 



関西広域連合からの提案（１９項目）の概要 

提案項目 提案内容 具体的な支障事例、効果 

広域連合制度の充実に資する提案 

①広域連合が

地方創生推

進交付金を

申請した場

合の取扱い

の見直し 

関西広域連合についても都道府県

と同様５事業の申請を可能とし、

広域連合が申請した場合に関係地

方公共団体が１事業ずつ申請した

ものとする取り扱いを行わないこ

と 

広域連合が推進交付金の申請を行った場合に

は、関係地方公共団体が広域連携事業を申請

するのと同様、それぞれが１事業ずつ申請し

たものとすることとされ、構成関係府県市の

申請枠に影響を及ぼすことは、当該関係府県

市に大きな支障を及ぼすことになる。  新規 

②広域連合が

「企業版ふ

る さ と 納

税」の活用

を可能とす

る制度改正 

地域再生法に基づく、まち・ひと・

しごと創生寄附活用事業における

広域連合の除外規定を削除するこ

と 

広域連合が実施する地方創生に対する取組に

賛同する企業からの支援を得、当該取組をよ

り一層強力に進めることができる。   新規

③広域連合の

規約変更に

おける大臣

許可手続き

の撤廃 

広域連合の規約のうち、広域連合

の処理する事務及び広域連合の作

成する広域計画の項目を変更する

にあたり、当該事務が法令等によ

り国の行政機関が権限を持ち主体

的に行う事務以外の場合は、総務

大臣の許可を不要とし届出制とす

ること 

広域連合の事務所の位置、経費の支弁方法以

外の事項を変更しようとする場合、総務大臣

の許可を得る必要があり、その際には、総務大

臣は国の関係行政機関の長へ協議する必要が

ある。許可制から届出制とすることにより、広

域連合が処理する事務を速やかに追加するこ

とができ、新たな課題に迅速に対応すること

が可能となる。            新規 

④国に移譲を

要請できる

事務の範囲

の拡大 

国に移譲を要請できる事務の範囲

が密接に関連する事務に限定され

ていることで要請権が実質的に行

使できないことからその見直しや

要請を行ったときは、協議に応じ

るべきことを求める。 

国から移譲される事務と構成団体から持ち寄

った事務を一体的に処理することにより、二

重行政の解消や事務集約化による効果が得ら

れる。             

関西圏域の総合的な形成と土地利用・整備・保全を一体的に推進するための事務・権限 

⑤国土形成計

画法に基づ

く近畿圏広

域地方計画

の策定権限

の移譲 

国土形成計画法に基づく近畿圏広

域地方計画について、広域地方計

画協議会への関西広域連合の参

画、協議会事務局の関西広域連合

への移管、策定権限の関西広域連

合へ移譲を求める。 

広域地方計画協議会への広域連合の参画が認

められていないため、計画への提案を目的と

する関西圏域の展望研究会の成果を反映でき

ておらず、地域の実情を踏まえた計画となっ

ていない。地方自治体側の主体性に委ねるべ

きである。              

⑥近畿圏整備

法に基づく

整備計画の

決定権限・

各区域の指

定権限の移

譲、近郊整

備区域建設

計画等の作

成に係る国

同意の廃止 

近畿圏整備法に基づく近畿圏整備

計画や近郊整備区域等の各区域指

定について、関西広域連合への決

定権限の移譲を求めるとともに、

近郊整備区域建設計画等の作成に

係る国同意の廃止を求める。 

近畿圏整備計画の決定等については、インフ

ラ整備等だけでなく、あらゆる分野を総合的

に見て判断する必要があり、関西広域連合や

府県が地域の実情を踏まえ、自主的・主体的に

企画・立案等できるようするべきである。 



提案項目 提案内容 具体的な支障事例、効果 

⑦複数府県に

跨がる都市

計画区域の

指定権限の

移譲 

複数府県に跨がる都市計画区域の

指定権限について、関西広域連合

への移譲を求める。 

関西広域連合において府県間の意見調整等を

図ることが可能であり、今後、府県を跨いで都

市計画区域を指定した方が良いと考えられる

場合に備え、予め当該指定権限を関西広域連

合へ移譲すべきである。   

⑧複数府県に

跨がる重要

流域内民有

林の保安林

の指定・解

除権限の移

譲 

重要流域内の民有林の保安林の指

定・解除権限について、府県への

移譲を基本とし、複数府県に跨が

るものは、関西広域連合への移譲

を求める。  

現在、河川管理者が府県である場合に限り移

譲を検討されているが、その場合に限る必要

性はなく、すべて府県への移譲を基本とし、複

数府県に跨がるものは、関西では、関西広域連

合へ移譲すべきである。         

⑨国立公園の

管理に係る

地方環境事

務所長権限

の移譲 

国立公園の各区域内の行為許可権

限、立入認定権限等の地方環境事

務所長権限（連合域内の山陰海岸

国立公園）について、関西広域連

合への移譲を求める。 

一定の基準により処理できるこれらの権限

は、公園の保護と適正利用の適切なバランス

を考慮しつつ迅速に処理する観点から、府県

への移譲を基本とし、山陰海岸国立公園に係

るものは関西広域連合へ移譲すべきである。

⑩国定公園に

関する公園

計画の決定

等権限の移

譲 

国定公園に関する公園計画の決定

等権限について、関西広域連合へ

の移譲を求める。  

国定公園は、国の公園計画に基づき府県が管

理し、府県の自主性・主体性が尊重されていな

いため、地域の実情に応じて地方公共団体が

公園計画を決定するべきで、複数府県に跨が

るものは、関係府県の調整を基本に、関西で

は、関西広域連合が中心となって定めるよう

にすべきである。  

⑪災害救助法の

特別基準の設

定に係る内閣

総理大臣への

協議・同意の

廃止 

災害救助法に基づく救助に関し、

特別基準の設定に係る内閣総理大

臣の協議・同意を廃止するととも

に、設定に伴う財源措置を確実に

行うこと。 

災害救助法に基づく救助の程度、方法及び期

間並びに実費弁償の基準は、内閣府告示で定

められており、これと異なる基準を適用する

場合には、施行令により、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で定めることとされて

いるが、被災者のニーズに迅速に対応するた

めには、被災自治体の判断が尊重されるべき

である。              新規 

⑫広域連合への

災害救助法の

特別基準決定

権限の付与 

災害救助法に基づく救助に関し、

特別基準の設定に係る内閣総理大

臣の協議・同意を廃止するととも

に、大規模広域災害時における特

別基準の決定権限を、関西広域連

合にも認めること。 

大規模広域災害発生時には、ある程度の地域

的なバランスや、最低限の水準維持が必要に

なる場合もあり得るため、国に代わり、関西広

域連合が、広域的な視点で検討・決定すること

により、一定水準の救助内容が確保され、広域

的に均衡のとれた救助を速やかに実現するこ

とができる。            新規 

⑬地域主体の復

興を実現する

制度的枠組み

の創設 

大規模災害復興法に定める国の復

興基本方針の策定にあたり、広域

連合を含む被災自治体の意見を反

映させる制度的枠組の創設を求め

る。 

被災都道府県の意見が確実に国の復興基本方

針に反映されることとなり、地域主体の復興

推進が実現する。            新規 



提案項目 提案内容 具体的な支障事例、効果 

⑭関西広域連合

への復興方針

策定権限の付

与 

関西広域連合への復興方針策定の

権限の付与を求める。 

府県・政令市で構成する関西広域連合が復興

方針を策定することにより、関西全体を見据

えた復興の姿が迅速に示され、実現する。 

新規

⑮観光圏整備実

施計画の認定

に係る事務・

権限の移譲 

観光圏整備実施計画の認定に係る

事務・権限（広域連合の構成府県

市が実施主体である観光圏整備事

業は除く）の広域連合への移譲を

求める。 

広域観光周遊ルートの形成など、観光エリア

が相互に協力し、力を発揮しながら国内外の

観光客の受入増に対応していく地域の「連携」

「協調」の仕組みづくり等で国が地域間の調

整を行うのは難しいが、関西広域連合であれ

ば広域的に調整を行い、地域の総合力として

の誘客が可能となる。 

⑯一般乗合旅客

自動車運送事

業の許認可等

権限の移譲 

道路運送法の一般乗合旅客自動車

運送事業（貸し切りバスを除く）

に係る事業経営、事業計画、運賃

等への許認可について、同一府県

内で実施するものは、移譲を希望

する府県への移譲を基本としつ

つ、府県域を跨がるものは、広域

連合への移譲を求める。 

・地域主体の責任体制を構築することで、「交

通政策基本計画」でも課題とされている「人口

急減、超高齢化の中での個性あふれる地方創

生」や「グローバリゼーションの進展」に対応

した総合的な施策展開が可能となる。 

・地域交通の最適化が図られることにより、

自律的で持続的な地域社会の構築が可能とな

る。 

⑰新規就農者の

拡大支援（青

年就農給付金

の要件緩和） 

親族から貸借した農地が、給付期

間中に、所有権移転や第三者から

の貸借等により給付対象者の経営

面積の２分の１未満になれば、給

付金の返還は不要とすること。 

新規就農者が、親族から貸借した農地が、給付

期間中に、所有権移転等により経営面積の２

分の１未満になれば、給付金返還を不要とす

る制度改正を求め、新規就農者への支援拡大

を図る。              新規 

⑱動物取扱責任

者研修の見直

し(研修回数

等の義務付け

の廃止等） 

①実施回数、②研修時間、③研修

項目が法に義務づけられている

が、自治体がそれぞれの地域の実

情等を踏まえ、自らの判断により

研修の実施回数を設定するなど、

効果的・効率的な研修を実施でき

るよう見直しを求める。 

問題の多い業種・問題の多い動物種を取扱う

業者は研修開催の頻度を高くし、特段問題の

ない業種等は頻度を低くするなど、地域の実

情に合わせた 効果的で効率的な研修の実施

が可能となる。             新規 

⑲地域医療の推

進（国等が保

有する医療関

連データの利

用） 

国が保有するＮＤＢデータ（レセ

プト情報・特定健診等の情報）に

ついて、高齢者医療確保法に基づ

きデータ提供を受ける際の手法を

確立し、提供の迅速化を図ること。

本来目的（高齢者医療確保法）以

外の利用であっても、事務の簡素

化等を行い提供の迅速化を図るこ

とを求める。 

NDB データの活用により、地域住民全体の悉

皆的な、医療と健診の情報を合わせた健康状

態の把握と分析ができ、都道府県等が地域住

民の健康状態等を踏まえた健康増進計画を策

定・推進することができる。また、生活習慣

病対策等の健康づくり施策の充実や医療費適

正化の実現に向け、効率的で効果的な保健医

療政策等を立案・実施することができる。 

    新規 



関西広域連合からの提案の整理区分（共同提案分 ２９項目） 

区 分 提案項目（提案団体） 

内閣府と関係府省

との間で調整を行

う提案  【13 項目】

・マイナンバー制度における情報連携（庁外連携）に関する要件緩和（法定事務に

おける入手可能な特定個人情報を実際の事務に即して拡大）（京都府）重点 

・マイナンバー制度における情報連携（庁外連携）に関する要件緩和（独自利用事

務における入手可能な特定個人情報の範囲を別表事務の範囲外にも拡大）（京都

府）重点 

・幼保連携型認定こども園について、園庭にかかる施設基準及び面積に関する「従

うべき基準」の参酌化（兵庫県）重点 

・認定こども園等の設備に関する基準の緩和（兵庫県）重点 

・奨学金事務にかかるマイナンバーを利用する主体の拡大（兵庫県）重点 

・地域医療介護総合確保基金【介護】のスケジュールの見直し（京都府） 

・認定こども園（幼保連携型以外）の認定権限の中核市への移譲（大阪府） 

・認定こども園に関する情報提供等の権限移譲（大阪府) 

・空家等対策の推進に関する特別措置法の対象の拡大（兵庫県） 

・地方公共団体が設置する施設に対し行われる障害福祉サービス等報酬における公

立減算の廃止（兵庫県） 

・広域連合規約の変更手続の弾力化（兵庫県） 

・就労継続支援 A型事業における暫定支給決定を要しない場合の基準の明確化及び

同事業における特定求職者雇用開発助成金の支給のあり方の見直し（鳥取県） 

・６次産業化教育推進のための「専門学科・科目の履修条件」の緩和（徳島県） 

関係府省における

予算編成過程での

検討を求める提案 

【7項目】

・地域医療介護総合確保基金【介護】の要件緩和（京都府） 

・総合特区推進調整費による支援期間の延長（京都府） 

・文化財建造物等の国庫補助事業の運用改善（補助対象拡大）(京都府) 

・総合特区推進調整費による支援期間の延長（大阪府） 

・保育体制強化事業の実施主体に関する要件緩和（兵庫県） 

・新規就農者の拡大支援（青年就農給付金準備型の要件緩和）（鳥取県） 

・新規就農者の拡大支援（青年就農給付金経営開始型の要件緩和）（鳥取県） 

提案団体から改め

て支障事例等が具

体的に示された場

合等に調整の対象

とする提案 

      【6 項目】

・地域医療介護総合確保基金【医療】の弾力的な運用（京都府） 

・地域医療介護総合確保基金【共通】の弾力的な運用（京都府) 

・麻薬小売業者間譲渡許可制度の廃止（大阪府） 

・農家レストランを農業用施設として農用地区内に設置できるよう要件緩和（兵庫

県） 

・過疎地域自立促進方針を定める際の関係大臣への同意協議の廃止（兵庫県） 

・インクルーシブ教育の推進のための「学校施設環境改善交付金」の補助対象の見直

し（徳島県） 

提案募集の対象外

である提案 

【3項目】

・自動車税滞納整理の効率化のための制度見直し（京都府） 

・文化財建造物等の国庫補助事業の運用改善（補助率引き上げ）（京都府） 

・史跡等の公有化、整備活用に対する財政措置の拡充(京都府) 

※ 重点：重点事項（地方分権改革有識者会議の提案募集専門部会で調査・審議を行う提案）【５項目】 

別紙２ 




